
同一入札への参加が制限される「資本関係」・「人的関係」について 

 

（平成 27年 3月 6日付 国地契第 91号適用） 

 

以下の制限基準に該当する複数の入札参加資格者がある場合は、その複数の資格者

が同一の入札に参加することはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として

法務省令で定めるものをいう。（会社法第２条第４号） 

  ※ 法務省令＝会社法施行規則第３条 

 

 

 

会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を

支配している法人として法務省令で定めるものをいう。（会社法第２条第３号） 

  ※ 法務省令＝会社法施行規則第３条 

 

 

 

・ 代表取締役 

・ 取締役（非常勤取締役を含む。社外取締役を除く。） 

・ 会社更生法または民事再生法の規定により選任された管財人 

・ 委員会設置会社における執行役または代表取締役。 

※ 監査役及び執行役員は「役員」の対象外です。 

  

制 限 基 準 

資本関係 

 ① 会社法上の「親会社」と「子会社」の関係にある会社同士 

 ② 会社法上の「親会社」が同じ「子会社」同士 

人的関係 

 ③ 一方の会社の「役員」が、他方の会社の「役員」を兼任している場合 

 ④ 契約締結権者が同一人物 

⑤ 単体企業とその単体企業を構成員に含む組合 

 

親会社とは 

子会社とは 

役員とは 



 

 

 

１．直接過半数の議決権を有している場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

２．親会社と子会社を合わせて議決権の過半数を有している場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．子会社が議決権の過半数を有している場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「親会社」「子会社」の凡例 

親会社 

子会社 

子会社の議決権の５割超を所有 

親会社 

子会社Ａ 

子会社Ｂ 

「親会社、子会社Ａ及び子会社Ｂ」の３社は

同一入札への参加制限を受けます。 

親会社 

子会社 

子会社 

親会社 

子会社Ａ 子会社Ｂ 

子会社Ｃ 

「親会社」から見た「孫会社」 「親会社」から見た「孫会社」 

「子会社Ａ」と

「子会社Ｂ」と

が、合算すると

「子会社Ｃ」の

議決権の過半数

を有している場

合、「親会社、Ａ、

Ｂ及びＣ」の４

社は互いに同一

入札への参加制

限を受けます。 

子会社の議決権 

の過半数 

子会社の議決権 

の過半数 



 

 

 

１．Ａ社の代表取締役がＢ社の取締役を兼ねている  

 

 

 

 

 

 

 

 

２．Ａ社の代表取締役がＢ社の監査役を兼ねている  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．Ａ社の取締役がＢ社（民事再生手続き開始決定済）の取締役を兼ねている  

 

 

 

 

 

 

 

 

４．契約締結権者にかかる取扱い  

 

 例えば、「〇〇建設株式会社△△支店」と「××土木株式会社□□営業所」が入札

参加有資格者として登録されており、「〇〇建設株式会社」の契約締結権者である△

△支店長と「××土木株式会社」の契約締結権者である□□営業所所長が同一人物で

ある場合、「〇〇建設株式会社」と「××土木株式会社」は同一入札に参加できない。 

  

人的関係の凡例 

Ａ社 

代表取締役：ａ氏 

Ｂ社 

取締役：ａ氏 

Ａ社とＢ社の両方が同一入札に参加することはできない。 

× 

 

取締役兼任 

Ａ社 

代表取締役：ｂ氏 

〇 

 

役員兼任の対象外 

Ｂ社 

監査役：ｂ氏 

監査役は「役員」の対象外としているため、Ａ社とＢ社の両方が同一入札に

参加することは可能。 

Ａ社 

取締役：ａ氏 

Ｂ社 

取締役：ａ氏 

〇 

 

役員兼任の対象外 

Ａ社とＢ社の両方が同一入札に参加することは可能。 

※民事再生手続開始決定済 



 

 

 

１．Ａ社及びＢ社がＦ協同組合の構成員となっている  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．Ａ社とＤ社が資本又は人的関係、Ｃ社とＥ社が資本又は人的関係を有する  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合等の凡例 

Ｆ協同組合 

代表理事：Ａ社 

構 成 員：Ｂ社 

構 成 員：Ｃ社 

× 

 

組合とその構成員 

Ａ社 

Ｃ社 

× 

 

組合とその構成員 

Ａ社又はＣ社とＦ協同組合は同一入札に参加することはできない。 

入札の適正さが阻害されうる要員があることから、複数の法人又は個人に

より構成される組合等とその組合を構成する法人又は個人は、同一入札に

参加することができない。 

Ｆ協同組合 

代表理事：Ａ社 

構 成 員：Ｂ社 

構 成 員：Ｃ社 

× 

 

Ａ社と資本又は人的関係 

Ｄ社 

Ｅ社 

〇 

 

Ｃ社と資本又は人的関係 

Ｆ協同組合の代表者であるＡ社と資本又は人的関係を有するＤ社は、Ｆ協

同組合と同時に同一入札に参加することはできない。 

ただし、Ｆ協同組合の構成員であるＣ社と資本又は人的関係を有するＥ社

は、Ｆ協同組合と同時に同一入札に参加することは可能。 


